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　健康保険は事業所を単位とした強制加入を原則としていますが、被保
険者が事業所を退職し、その資格を喪失した場合でも、一定の条件のも
とに個人の希望により、被保険者の資格を継続することができます。こ
れを任意継続被保険者といいます。
　この任意継続被保険者制度は、被保険者の資格を喪失し、再び適用事
業所に就職し、被保険者資格を取得するまでの橋渡し的な役割を果たす
ものです。
　また、被保険者期間は最長2年間です。
　任意継続被保険者・被扶養者は保険給付の支給や保養施設などの利用
についても一般被保険者と同様です。
　ただし、傷病手当金・出産手当金についての支給はありません（資格喪
失前から受けていた支給については、資格喪失後も支給となります）。

資格要件
　任意継続被保険者になるためには、①資格喪失日の前日まで継続して
2カ月以上の被保険者期間があり、かつ、②資格喪失日から20日以内に任
意継続被保険者となるための申請をすることが必要です。

資格取得の手続き
 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。　
　任意継続被保険者の資格取得日は、被保険者資格を喪失した日となり、
従前からの資格を継続することになります。
●当健保組合が申請書を受理したときは、その旨を申請者に通知し、「健

康保険被保険者証」（任意継続被保険者証）を交付します。
★提出期限
　資格喪失日から必ず20日以内に被保険者となるための申請をしてくだ
さい。
　また、資格喪失日から20日を過ぎた後の申請については、忘れていた
とか、知らなかったなどという理由では認められませんので注意してく
ださい。

資格の喪失
　任意継続被保険者の加入期間は最長2年間ですが、次の場合には、資格
がなくなります。
①死亡したとき（喪失日は死亡した日の翌日）
②保険料を納付期日（毎月10日）までに納付しないとき（喪失日は納付期

日の翌日）

任意継続被保険者制度

被保険者資格

48  Kenpo Guide 2009 49




